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アラン・リピエッツ「アフター・フォーディズムと民主主義」（清水耕一訳）

山田鋭夫・須藤修編著『ポストフォーディズム』（大村書店、1991年）

「就業者、すなわち雇用者ならびに被雇用者は、「資金」を増加させるために福祉国家に対して税金と社会保障負担金を支払う。この徴収額があまりに大きければ、就業者は文句を言いはじめる。彼らは「怠けもの」、すなわち働かない者のために支払っている、と。実際は、これらの人びとは本当に働きたいのであるが、しかしまさに賃金を得て働くということができないのであり、さらに社会保障手当てを受け取っているかぎり働く権利を持たないのである。……
　フォーディズム流の福祉国家の二重の精神分裂症を避ける方法が一つある。それは規模を制限された（現在の失業率のように活動人口の一〇パーセント程度）、新しい事業セクターを創出することである。このセクターの男女労働者は、あるいはむしろこれらの労働者に支払うべき組織（「公益活動斡旋機関」と呼ぼう）は、福祉国家から継続的に失業手当て（さらにこの手当て自体が真の普遍的手当てへと拡充されるべきである）と同額の補助金を受け取り、失業者が支払う社会保障負担金以上の額を支払わなくてよい。こうすればこの操作は福祉国家にとってただになろう。このセクターの被雇用者はこの組織から正常な社会的権利とともに正常な賃金を受け取る。彼らの活動は、もちろん補助金を得ているのであるが、以下のような社会的に有益な作業に捧げられよう。……病人の看護、リハビリ補助……環境の改善、特に貧民街の改善等……社会保障負担金を支払っている就業者は何のために支払っているのかを理解することになろう。つまり社会的に有用な事業に支払っているのだ、と。」(127-129)

クラウス・オッフェ『後期資本制社会システム――資本制的民主制の諸制度』

（寿福真美編訳、法政大学出版局、1988年）

「政治的―管理行政的行為の合理性基準と機能問題」

「私の命題はこうである、公的行政は今日その多くの課題領域において、国家的な計画化と諸機能がもはやひとり行政のみによっては引き受けられず、個々の市民やその社会組織自体が行政機能に入りこむ、そういう状況に直面している、と。

　このことはサーヴィスという特有な「生産諸関係」においてもっとも良く証明される。ほとんどすべてのサーヴィスの一般的特徴は、生産と消費が時間的、空間的に一致するということである。離れた場所から、また「髪がのびてもいないのに」前もって散髪することはできない。さらに、国家によって組織された多くのサーヴィスのもうひとつの特徴は、それが生産されるさい生産者と消費者の分離が不明瞭になるということである。すなわち学校、病院、刑務所、さらにまた福祉制度や交通制度をも整備する目的としての「生産」は、原則としてその生産の担い手と利用者が協力しながら行われ、したがってその「生産性」は、この両者および両者間で生ずる相互行為という指標に依存する。加工「対象」すなわちサーヴィスの顧客は、物質的生産の場合のように、同等の様式で対象化されるのではない。むしろ「対象」（たとえば生徒）は自分自身の下で「生産」を（知識と能力の獲得を）、管理行政が設定した諸条件の下で行う。そのさい――いかなる財の生産とも異なり――これらの条件そのものは生産物の完成を充分に保証しない。特定の「生産的」相互行為に参加するという顧客の準備がつねに付加的な前提となっているのである。……こういった行政の依存関係をたぶん明らかにする例としては、道路交通の安全向上、予防衛生の拡大、教育制度の普及と統一化の増大、都市近距離交通の大量交通手段への転換、環境保護の改善、通貨価値の安定性の維持等々の問題がある。公的行政のこれらの問題領域すべてにおいて、運転者、患者、両親、生徒、学生、交通関係者、[給与]生活者、消費者等々のいわゆる「政策に好意的な」役割のあり方が行政の成果、費用、実施期間の長さを決定する。

　社会国家的行政を特徴づける、政治システム外の諸機関の協力準備の必要性は、個々の市民の態度に及んでいるだけでなく、社会的な諸集団と組織にも及んでいる。つまり労働組合や諸団体、自由業の連合体や様々のメディアは、行政に不可欠の遂行機関あるいは援軍となるのである。」(131-133)

「競争的政党民主制とケインズ主義的福祉国家――安定と混乱の諸要素」

「さて以下論じるように、古典的自由主義や（カウツキーと第二インターを含む）古典的マルクス主義にとって思いもおよばなかった、資本主義と民主制の継続的調和は、二つの媒介原理の出現と漸進的な発展のおかげで歴史的に現れた。二つの媒介原理とは、(a)大衆的政党と政党間競争、(b)ケインズ主義的福祉国家(KWS)である。言い換えると、資本制的市場経済と両立しうるのは、民主制、政治的平等、大衆参加の一つの特殊な形式であり、それに対応して、民主制と共存しうるのは、資本主義の特殊な類型である。ここで関心を引くのは政治的および経済的構造の特異性であり、それら相互の「適合」が各々の果たす諸機能によって説明されうること、さらにこれらの「適合」の諸条件に影響する変形や緊張である。」(279)

「経済成長と平和的な階級関係の相互的刺激、に対する奥底まで脱政治化された信頼」(293)

「階級的コンフリクトの争点は、もはや生産様式ではなく配分量であり、制御ではなく成長であり、こうしたコンフリクト類型は、政党間競争を通じて政治的水準で処理されるのにとりわけ適合していた。というのは、それが包括するのは、「二者択一的な」問題ではなく、「より多いか少ないか」ないし「より早いか遅いか」といった性格の問題だからである。」(293-294)

「福祉国家は、強制的な社会保障の制度から報酬を移転し、必要や偶然といった限定された事例に対してきわめて多種多様の（健康や教育のような）組織的サービスを決定する、こうした市民の要求に応える一連の法的な権利付与と定義される。したがって福祉国家が介入する手段は、官僚制的規制や法的規制、財政融資、教師、医師、ソーシャルワーカーといった専門家である。そのイデオロギー的起源は、社会主義的なものからカトリック－保守的な源まで及ぶためにきわめて種々雑多である。」(294-295)

「さて、ケインズ的福祉国家が民主的資本主義にとって実現可能な平和の公式でありつづけると確信する人々――学界であろうと政界であろうと、また左翼であろうと右翼であろうと――がほとんどいないのはなぜか、その理由を少し検討してみよう。……生産―搾取問題と有効需要―実現の問題……両者間には相互変換が存在する。つまり二つのうち一方が効果的に解決されればされるほど、他方がより支配的で緊急の問題となる。……需要の問題が解決されるにつれて、供給の問題が広く公然化する。」(296-297)

「ケインズ主義的経済政策の戦略的意図は成長と完全雇用の促進であり、福祉国家の戦略的意図は、産業社会の危険と偶然性によって影響をこうむった人々を保護し、社会的平等の標準をつくりだすことである。後者の戦略は、前者が首尾よく達成される範囲でのみ実現可能となるのであって、というのも、前者が福祉政策に必要な諸資源を提供し、これらの資源に対してなされる諸要求の程度を制限するからである。」(299-300)

「ケインズ主義的福祉国家に内在するもうひとつの弱点は、介入の法的―官僚制的、マネタリスト的、専門的なやり方の限界にある。こうした限界がとりわけ明瞭になるのは、学校、病院、大学、刑務所、社会事業機関のような「組織を利用する人々」や人的サーヴィスの領域である。介入の様式がまたもや処理の対象と想定され問題を産みだすのである。このパラドックスの説明はよく知られている。つまり利用者の自助能力――そしてもっと一般的には、そうした能力を産みだす知識や意味のシステム――は介入のあり方によって侵食され、このようなサーヴィスの供給者、とりわけ（新保守主義の世界では「新しい階級」とみなされている）専門家や高級官僚は、自らが扱うと想定された諸問題（を解決するよりもそれ）に固執し、またこれらの問題を継続的に拡張し再定義することで物質的利益を得ているのである。」(303)

Cf. R. Bacon and W. Eltis (1976) Britain’s Economic Problem : Too Few Producers, Macmillan.

「現代福祉国家の諸矛盾」

「福祉国家は第二次世界大戦に続く期間、発達した資本制的民主制の主要な平和の処方箋として貢献してきた。この平和の処方箋はまず基本的には、市場社会の特徴をなす特有な必要と危険に苛まれている市民に（貨幣か現物支給の形で）援助と支持を国家装置が提供するという明示的な義務にある。つまりこのような援助は市民に許容された合法的な要求の問題と規定される。第二に福祉国家は、団体交渉と公共政策策定の双方における労働組合の正式の役割の承認に基づいている。福祉国家のこれらの構造的な構成要素は階級的コンフリクトを制限し緩和する、労働と資本の不均衡な権力関係を均衡させる、こうして福祉国家以前のあるいは自由主義的な資本主義のもっとも顕著な特徴であった破壊的闘争や諸矛盾の条件を克服する、と見なされている。要するに福祉国家は、戦後期を通じて社会的諸矛盾の政治的解決として称賛されてきたのである。」(311)

「七〇年代中期……少なくとも福祉国家に対する絶対的信頼とその将来にわたる拡大は急速に消滅してしまったように思われる。注意を向けたいのはこれらの不信と批判である。」(313)

「ネオ・レッセフェールとマネタリスト的な経済理論……第一に、福祉国家の装置は、投資意欲の減退に至る課税と規制の負担を資本に強要する。第二に、それと同時に、福祉国家は労働者と労働組合に要求や権利付与、集団的な権力的地位を承認し、帰するところ労働の意欲低下、あるいは少なくとも彼らが、自由な市場力の支配下で強いられるかもしれないほど懸命かつ生産的になされる労働の意欲低下をもたらしている。」(313-314)

「福祉国家の確立された制度的構成要素の全面的な廃棄はもとより、その部分的な廃棄さえ目的とするような有望な政治戦略を構想することは、今日の西欧において著しく困難である。言うなれば、福祉国家は、ある意味でひとつの不可逆的な構造となっており、その廃棄とは、政党システムの根本的な転換はもちろん、政治的民主性と労働組合の全廃に他ならない。このような劇的変化をひきおこしうるような政治勢力は、若干の諸国で時おり現れる右翼的な中産階級のポピュリズム運動にもかかわらず、重要な要素としてはどこでも不明確である。さらに、レッセフェール資本主義と経済的個人主義のもっとも熱烈な提唱者が、彼らの一般的なイデオロギー的見地と彼らが個人的に利益を引き出している特別の[権利]譲渡、補助金、社会保障制度を廃棄しようとする意識との間の顕著な差異を示している、ということは政治的な世論調査からのよく知られた事実である。したがって、西欧の政治において（ネオ・ファシスト的あるいは権威主義的といった）強力なイデオロギー的かつ組織的な底流がなくとも、福祉国家の超克と「健全な」市民経済の復活という見解とは、旧中産階級が抱く、政治的に無能力な白昼夢にすぎない。この階級は、サッチャー女史や――仮説的であるが――ロナルド・レーガンの例が証明するように、このような人物も政権を担当するならば所与として受け入れざるをえない制度的枠組の周辺的な変更以上のことをなしとげるのに十分なほど強力ではないのである。」(318-319)

「保守的分析の第二の失敗……「発達した資本主義マイナス福祉国家」が実際に機能可能なモデルであることを証明すること」(319)

「福祉国家に対する社会主義的批判……(1)無能力かつ非効率的で、(2)抑圧的であり、(3)労働者階級内部の社会的、政治的な現実の誤った（「イデオロギー的な」）理解を制約する」(320)

ピエール・ロザンヴァロン『連帯の新たなる哲学――福祉国家再考』（北垣徹訳、勁草書房、2006年）

Pierre Rosanvallon, La nouvelle question sociale: Repenser l’Etat-providence (Seuil, 1995)

RMI: Revenu minimum d’insertion（社会参入最低所得）（エール・エム・イ、エレミー）

1988年12月より施行。受給条件に、職業訓練など社会参入にための訓練が含まれている。

第一章　保険社会の衰退

「遺伝学のこうした発達は、いずれは途方もない政治的・社会的結果をもたらすだろう。その理由は簡単である。こうした発達の結果、社会的なものへの統計的アプローチは見直されて、個人の生活習慣と因果決定とを考慮に入れることのできるモデルが洗練されるであろう。同時に、福祉国家の基礎をなしていた保険の論理も、妥当性を欠くものとなる。保険の特質は、個人のデータを消去し、それを統計的秩序のなかで、ある集団のもつ一般的性格のなかへと解消させることにあった。このように本質的に保険は、社会化・集積化・連帯化の機能をもっている。保険の対象とするリスクは集団にかかわるものだったのだ。保険が存在しうるのは、構成員たる個人のおかすリスクを全体のなかで分散させうるように、集団がつくられているときだけである。リスクのこうした観念から、保険は人工的で契約的な公正の規則を発達させることができるのであり、そのとき公正はもはや自然との適合性から把握されるものではない。ところが、もしも生得が獲得に勝るならば、公正のこうした考え方は崩壊する。実際リスクの個人化が進むなら、保険可能なリスクという観念そのものが消滅するだろう。因果決定が個人的なものである場合、可能な保険は存在しない。なぜなら、そこではもはや固有の意味での偶然が存在しないからである。かりに人間がみずからの自然＝性質のなかに、完全に固定的なかたちで組み込まれているとしたら、もはや分散すべきなにものも存在しないということになってしまう。」(32-33)

「今日において、運命の認識にかんするこうした革命は、まだ私企業の保険の世界でしか効果を生じていない。知識の進展に応じて、リスクの分類はより洗練化され細分化し、その結果社会的なものも次第に分割されていくだろう。」(33)

「このように今や社会的なものの崩壊が水面下で進行しており、それは情報の力学に沿って進んでいる。しかし社会保険の世界もまた、そこに否応なくかかわっていくだろう。今後は、連帯を受け入れるには生活習慣を管理する要請が伴うという事態が始まっていく。つまり喫煙者はみずからの悪徳と治療へのアクセス権とのあいだで選択を迫られ、アルコール飲酒者は余分の社会保険料支払に脅かされるだろう。個人の生活態度にかかる社会費用が、ますます区分のはっきりしたものになるにつれ、連帯と自由とはさらに歩調が合わないままで、道を進んでいかねばならない。こうしたかたちのもとでもまた、保険社会の衰退があらわになっているのだ。」(33-34)

Nicolas Dufourcq, ‘Securite sociale: le mythe de l’assurance’, Droit social, mars 1994.

第二章　国民の再創造

第三章　連帯への新たなる道

第四章　受動的福祉国家の限界

「最低所得保障の恩恵で直接生活している者の数は七百万から八百万に上る。これが、正当にも「連帯の自己破壊」と呼ばれてきた逆説なのである。」(108)

「より一般的には、フランス本土に居住する成人のおよそ四五パーセントが、その主たる収入が社会保障（年金も含む）に依存していると推定されている。Jean Marmotが報告書Les Comptes de la Securite sociale pour 1993, Paris, Commission des comptes de la Securite sociale, 1994の序文で示している数字より。」(108)

「忘れてはならないのは、何よりも福祉国家が歴史的に保険や補償の形態で発展してきたのは、社会が全員に労働を保証することである種の同質性を維持することができなかったからである。このため今日においては、雇用は福祉国家をめぐる諸問題の中心に位置している。失業とは、現代社会において近代経済の諸矛盾が作り出した最悪のかたちである。失業者の補償費用を労働者の賃金へと転化する可能性をめぐる技術的な議論の背後には、こうした近代を支えるさまざまな基礎が、問われるべきものとして存在しているのだ。」(119)

「ひとつの大きな危険が、今日われわれの社会を待ち受けている。排除に賃金を与えるという誘惑である。この誘惑は、二つの分析が交差するところに存在する。つまりわれわれは、一方ではきわめて長いあいだ失業に悩まされる状態にあることを確認し、他方では最低生活保障のセーフティーネットを配備する必要があると認識している。われわれの社会は十分に豊かなので、排除された者を引き受けることができるという意見を、しばしば耳にする。ここから、経済的なものと社会的なものという二つの領域が、ますます分離していくことへの黙認が生まれるのだ。排除に賃金を与えるというこうした傾向は、二つのかたち、すなわちハンディキャップモデルと生存所得モデルで現れる。

　福祉国家は一九六〇年代および一九七〇年代を通じて、就労能力の身体的または精神的欠陥を有するために労働市場に参入できない者、あるいは事故の被害を受けて復帰できない者を、漸次的に引き受けてきた。それ以前の社会保障システムは短期的な情勢の変化に対処するために構想されていたので、長期的な状況を扱うには実際のところ不適当であった。かくして、フランスでは一九七五年、成人障害手当(AAH)が始まった。これには当時、一〇万人の受給者がいた。それが二〇年後の現在、五〇万人以上という数字になっている。これとは別に、就労能力の欠陥度合が八〇パーセントを越える成人に支払われる補償手当も、一九七九年に導入された。これには現在、二〇万人の受給者がいる。これらの数字には一方では、ある実質的な社会進歩に対応している。かつては悲惨な生活を余儀なくされ、社会扶助局の時として変わりうる寛大さに依存していた者たちが、権利を認められ、生存手段を確保したのだ。しかしながら障害手当の増加は同時に、ある望まれざる現象にも対応している。すなわち、ソーシャル・ワーカーがある個人の社会参入にかんする諸問題を解決するに至らなかった場合、その者をハンディキャップの範疇に含めるようになったのである。会計院による最近の報告は、この慣行を批判している。

　別の社会問題に対処するために、本来の目的から逸らして障害者用の手当を使用するということは、行政上の逸脱ということにとどまらず、きわめて深いところにある動きに対応している。つまり、排除に補償を与えるシステムが配備されていく動きである。ある一定数の個人の社会参入を促すことができないために、最終的に彼らをいわば「社会障害者」になぞらえるのである。このようにして、ハンディキャップの範疇が次第に医学領域から社会領域へと移行し、さまざまなかたちで社会の周縁におかれた者を一括りにして、場合によっては、テクノロジーの変化に対応できない労働者までをも包含しようとする。その結果、この点にかんしてはまさに「障害学handicapologie」を語りうるのである。

　このような動きは、福祉国家が経済的なものと社会的なものとの分離を、悪影響をもたらすかたちで制度化してしまう方向へと逸脱してゆき、補償の社会と排除の社会を対にして成り立たしめるという深刻な事態を表している。こうした逸脱が今のところもっとも顕著に現れているのは、オランダである。」(120-122)

オランダ：一九六八年、障害保険(WAO)のシステム。事故以前の賃金の八〇パーセントを保証。一九七六年、障害年金(AAW)に関する別の法律で、保護措置が非就労者にも拡大適用。最低給付額は最低賃金の七〇パーセント。一九八〇年代には、解雇後新たな職を見つけるのが困難な労働者にも適用。失業手当最長期間後、無期限の障害手当が。一九九四年には、障害手当受給者数一二〇万人（内六〇万人が失業補償）、つまり労働人口の一七パーセントに。

Martin du Bois, ‘Dutch Efforts to Mend Social-Security Net Take Lead in Europe’, The Wall Street Journal, 1 dec. 1993.

「一九世紀末に失業という範疇が発明されたのと同様に、一九八〇年代には社会的ハンディキャップという範疇が発明された。いずれの場合にせよ、社会において正常なかたちで組み込むことのできない者たちを管理するためにである。こうした場合、市民は手当によって財政面で獲得したものを、精神面で失うことになる。ある種の連帯が働くのであるが、それは社会から隔離させるという代償においてなのだ。」(124)

「これに対して生存所得という考え方は、扶助と公民の尊厳を和解させる試みとして提示される。この考え方はここ数年のあいだに、さまざまに異なる名称のもとに――普通給付や市民所得、英語では基礎所得（ベーシック・インカム）など――表面化している」(124)

「まず最初に述べておくなら、普通給付は社会的なものへの新たな取り組みというよりは、むしろ補償を行う社会の極限を構成するものに私には思われる。それは、福祉国家の古典的概念化が終焉したことを示す逸脱的で逆説的な姿なのだ。この点を手短に説明しよう。

　普通給付という考え方は、経済活動の領域と連帯の領域とが次第に分離していく傾向を、独自のかたちで表す徴候となっている。このため、超自由主義的な観点とある種のユートピア的共産主義とが、驚くべきかたちで合流する機会が生じているのだ。それは積極的ユートピアの局面においては、社会紐帯の他には還元できない政治社会的基盤を表明しており、業績によってスライドするのではない所得への権利を、そこから導き出す。しかし普通給付は同時に、超自由主義の側でも多くの支持者を得ているのだ。……市民所得が導入されると最低賃金を低くすることが可能になり、労働市場の柔軟性を増すことができる……つまりマクロな水準での社会契約によって、ミクロな経済水準において市場が有するまったく非社会的な機能が正当化され、効率を追求することと連帯へ関心を向けることが完全に分離されるのである。

　社会的なものから経済的なものを根源的なかたちで切り離すことで、生存所得は雇用の問題を二次的な次元へと格下げすることを可能にしてしまう。生存所得設置のための協会は「雇用への闘争は後衛の闘争である」と判断する一方で、ジャン＝マルク・フェリーは「普通給付を導入することは、完全雇用という時代錯誤な主題にしがみつくことをあきらめることである」と記す。そこでは「ポスト労働」の社会を構想することが、労働界と扶助界とを分離する二元論的な見方へと、両義的なかたちで溶け込んでいる。もともと多様性を孕んだ展望は、両面をもつこうした理由により、逆説的な方向転換へと至る。つまり、社会権の進展が排除を担保することで終わってしまうのだ。

　たいして、まさにこれとは逆の方向に向かって、受動的福祉国家の限界を乗り越えるべく関わっていかねばならない。労働による社会参入こそが、排除にたいするあらゆる闘争の礎石であり続けるべきである。……人間が戦ってきたのは、保護者として人々を気遣う福祉国家によって衣食住を与えられる権利のためにではない。みずからの労働によって生活する権利、みずから得る収入を社会における職能に由来する承認に結びつける権利のために、戦ってきたのである。」(126-129)

「どうすればよいのか。ごく小規模な場合を除いて、過去への回帰は現実的ではないように思われる。RATP[パリ市交通公団]が案内係や監視係の人材を雇用することが可能にせよ、それでかつての検札人や見回り人の時代に戻ったとは思われない。労働費用が低減されると、おそらく企業にとって雇用は容易になるだろうが、それでかつての組織様態へと、喪失が嘆かれる保護的な小さな雇用のたまり場へと戻ることができるわけではないだろう。そうではなくして、経済的なもののなかに社会的なものを埋め込むためのかつてのこうした様態と同等の効果を産出する手段を探求する必要があるのだ。

　今日において、次のような用語で追求すべき目標を定式化できるかもしれない。すなわち、経済面での近代化と社会組織の再建を同時に行うべく、社会的なものをある種のかたちで内的に組み込むための近代的方法を見出す、という目標である。つまりそれは、同時に現代的であり、かつ古風でもある方法となるだろう。」(130-131)

「社会参入の新たな経済的形式」「雇用にかんして新たな類型」(131)

「アメリカ合衆国におけるJOBプログラムからフランスの雇用連帯契約……その場しのぎの思いつきの様相を呈している」(133)

第五章　労働への権利　ある問題の歴史

「貧者への法的扶助の制度を、同情に基づく慈善という古い範疇においてのみ捉えることを拒むならば、それをいかにして定義するのかが問題となる。というのも、このことにかんして、すべての者は以下の点で一致していたからだ。すなわち、市民的な平等を認めることと、権利を保持する主体として個人を承認することに基礎をおく民主社会においては、個人的な慈善の観点による取り組みはもはや十分ではないという点である。けれども自由主義者はしばしば、扶助への社会的権利という観念が引き起こす困難を示しつつ、問題の純粋に消極的な理解で満足していた。」(162)

「実定的権利として了解しうる社会権の範疇を画定することは、自由主義思想の枠内でも可能である。しかしそのときには、社会権をそうしたものとして認識するために、それははっきりと同定可能な請求可能性に基づいていなければならない。実際のところ権利の基礎となる権原は、互酬と補償にかんする算術にある。例えば傷痍軍人や戦没者未亡人は、社会にたいして事実上何かを与えたがゆえに、社会への請求可能性を有するとみなすことが可能である。彼らにたいして社会が請け負う負債は、公共の利益という理由で財産を収用された者に支払う補償金と、法的には同じ性質のものだ。このような意味において、自由主義者は請求可能性を有する社会権の合法性をつねに認めていた。しかしながら複雑な社会においては、議論の余地のない請求可能性の起源を決定することは困難である。請求可能性の原理は法的には適切であっても、社会発展の文脈においては、たんなる道徳的権利と差異化をはかることがますます難しくなる。それゆえこの原理は、道徳的権利と実定的権利の区別という原理と同じく脆弱なものである。」(164-165)

「近代的な失業概念（労働の欠如に由来するやむを得ない非就業形態）」

「概念を明確にすることで、社会行動に関連した新たな取り組みが可能になっていった。失業が偶発事と理解され、経済情勢の分析のなかに組み込まれていくことで、労働にたいして天引きで徴収される負担金を財源とする保険の論理で、失業を取り扱うことができる。その結果として、失業補償はもはや何らかの扶助形態にはなぞらえられないものとなった。当然支払われるべきもの、負担金の対価となったのだ。」(168)

John Arthur Garray, Unemployment in History. Economic Thought and Public Policy, Harper and Row, 1978.

第六章　社会への参入

「一八四八年の二月革命から一世紀半を経て、労働権について考えることがふたたび現実味を帯びるようになった。補償による古典的保険の考え方だけでは、もはや失業の問題を取り扱うことができない以上、また社会排除に賃金を与えるという誘惑の危険性が推測される以上、この問題は無視しがたいものとなる。今日、雇用にたいする取り組みにおいて根本的な断絶のときがきたと、人は漠然と感じている。古典的な分析や処方は、もはや争点とはなりえない。何も変わらなければ、新たなルンペンプロレタリアート、アメリカ合衆国でいうところの「最下層階級underclass」が固まっていく事態を前にして、われわれはなすすべを失うであろう。何も変わらなければ、福祉国家の崩壊と排除の増大とが、容赦なく相次ぐことになるだろう。」(171)

「福祉国家再考は何よりもまず、失業の社会的管理を新たなかたちで構想することを意味するのである。」(172)

「探索すべき道は狭い。」(172)

第七章　社会的なものの個人化

「社会機構は今日、行き詰まりの状態にある。一九四五年に設立され、その後発展したような福祉国家は、もはや未来のモデルとはなりえない。その哲学的および技術的基礎は崩れてしまい、連帯の組織にかかわる原理や手続は、すでに時代に適合していないのだ。」(205)

「歴史的にみると、福祉国家には三つの要素が重なっている。すなわち、目標となる特定階層、それに適合した規則や給付の総体、専門家としてのソーシャル・ワーカーの一団である。社会進歩はほとんどつねに、同じく三段階の図式で展開した。第一段階では、目標となる特定階層が同定される（障害をもった成人、母子あるいは父子家庭、未成年の母親など）。そしてこうした特定階層が公的行動の対象となるべく、統計的、法的および行政的に構成されるのだ。第二段階では、権利や特定の手当が整備される。続いて第三段階として、専門家としての公務員やソーシャル・ワーカーがシステムの管理を支え、申請者が給付に適した権利を有しているかどうかをチェックし、規則とその対象者との適合関係を規制するのである。こうしたシステムは長いあいだ効果的であったが、今日もっとも切迫していると思われる社会問題を扱ううえでは、もはや適したものでない。二つの中心的問題――長期失業者と過剰債務世帯――を取上げるならば、これらいずれの場合においても、社会政策の伝統的な意味での集団や特定階層が存在しないことが分かるだろう。」(206)

「排除された者を「計数」してもたいして意味がない。」

「そこから不安定（プレカリテ）や脆弱性（ヴュルナビリテ）といった観念の新たな重要性」(211)

「後見的色彩」(224)

廣瀬純『闘争の最小回路――南米の政治空間に学ぶ変革のレッスン』（人文書院、2006年）

「要するにネグリ＝コッコは、「ニュー・ディール」という関係性の物質化としての諸制度の構築が必要だと主張しているわけだ。そして、この文脈において、彼らは「社会プラン」を引き合いに出し、次のように論じるのである。

　アルゼンチンの場合、この挑戦の地平は、ひとつの特定の問いのまわりに引かれている。すなわち、どのようにして、失業者たちのための諸プランを、ピケトロ運動[movimiento piquetero]に対する分裂や恩顧主義的コントロールや吸収や断片化のための道具としては機能しないような――いまではまだ、そうした場合がある――ひとつの（すでに存在している）保証所得の制度化へと導くのか。あるいは、どのようにして、この所得を、ひとつひとつの特異性[singularidad]――すなわち、失業者ひとりひとり――がよりいっそうの＜共＞[commun]の生産において労働することを可能にするようなひとつの＜共＞次元へと転換できるのか。同時にまた、あくまでも雇用あるいは「賃金」労働職というパースペクティヴから組み立てられる「我々は労働を求めている」[“queremos trabajar”]といった要求を生産的な場で捨て去るために、ピケトロ運動には何ができるのか。一方で、社会プランの普遍所得への転換は、断片化の脅しに基づいたコントロールからすべての特異性（ひとりひとりの失業者、ひとりひとりの男、ひとりひとりの女）を解放する。そしてまた、他方で、諸々の特異性は、ひとつのポジティヴな場において、彼らの闘争（この一〇年間の政治的突然変異を引き起こしたほどに生産的な闘争）の生産的次元を拡大できるし、拡大しなければならない。

ここに長く引いた箇所は、とりわけ、ネグリによってこれまで幾度となく言及されてきた「保証所得(ingreso asegurado)」あるいは「ベイシック・インカム」の議論が新たに「闘争の生産的次元」に直接的に結びつけられて論じ直されているという点で、すなわち、「保証所得」が運動による諸闘争に支払われるべきものとしてはっきりと位置づけられている点で、極めて興味深いものであることは言うまでもない。そしてまた、ここで列挙される問いのすべてが極めて重要であるということは、私たちにとっても同じである。しかし、それでもなお、私たちがネグリ＝コッコの議論に疑義を唱えざるを得ないのは、彼らがそれらの問いをあくまでもキルシネル政権とピケトロ運動とのあいだで共有されたもの――「《新たな政府》と諸運動との挑戦」――として位置づけてしまうからである。私たちからすれば、「社会プラン」をめぐるこれらの重要な問いは、あくまでも諸運動の側においてのみ立てられているものであって、反対に、キルシネル政権のほうは、それらの問いを諸運動と共有していないどころか、むしろ、極めてあからさまかつ積極的に「社会プラン」を「ピケトロ運動に対する分裂や恩顧主義的コントロールや吸収や断片化のための道具」として機能させようとしてきたのであり、さらにまた、そのことによって、ピケトロ運動の闘争を「あくまでも雇用あるいは「賃金」労働職というパースペクティヴから組み立てられる《我々は労働を求めている》といった要求」へと還元しようとしてきたのだ。」(114-115)

「キルシネル政権……「社会プラン」の事実上の恩顧主義的な分配」

「この意味で興味深いのは、「社会プラン」の枠組のなかでキルシネル政権によって新たに設けられた主たる扶助制度が、小規模起業(microemprendimiento)への資金援助を目的とするものであったということである。

　メネム政権下においては、市町村(municipios)あるいはNGOによって計画され実施される公共事業に一日当り四時間の労働を対価として提供することが「社会プラン」受給のための条件になっていたのだが、一九九九年に……ピケトロ諸組織は、受給した「社会プラン」を直接的にコントロールすることができるようになった（「連合」政権がピケトロ運動に「社会プラン」の直接的コントロールを許したのは、「社会プラン」を通じた正義党の恩顧主義戦略を解体するためであり、それ以上の積極的な動機はない）。そして、このことが、それぞれのバリオで市場に従属しない自律的で特異的な経済空間を構築し得る可能性を、ピケトロ諸組織に開いたのである。……キルシネル政権……それとは正反対に、資本制の外に溢れ出してしまった労働力あるいは生産力を市場のロジックに沿ったかたちで資本のもとへ再回収するためのものなのだ。……すなわち、キルシネル政権は、市場のもとでの起業のチャンスという受動性、あるいは、より端的に言えば、市場へ復帰するチャンスの要求という受動性を改めて運動に割り振り……」(118-119)

「《闘争＝生産》のさらなる拡大を導き得る条件へと「社会プラン」が転換されるのは、政府と運動とのあいだの「同盟」に基づいた制度的イノヴェイションを通じてのことなどではなく、あくまでも、吸収に抗い自律性の構築へと向かおうとする欲望がそれぞれの運動を力強く貫くことによってのことなのだ。ピケトロ運動のなかでも特にラディカルな組織のひとつについて語られた次の一節は、闘争がその中心点において生い立つ様子をこの上なく見事に描き出している。

　そうした実験的な試みは[……]、小規模起業のための融資をまったく躊躇することなく受け取りますが、しかしながら、小規模起業をどう組織し管理しなければならないかといったことを説明しに政府の専門家がやってくることは決して許しません。同時にまた、そうした実験的試みは、諸運動によって組織された電気・ガスの「不法な」接続を切断しようと私企業の技術者たちが政府の保護を受けてバリオにやってくることについても、まったく歓迎しません。」(120-121)

絓秀実『１９６８年』（ちくま新書、2006年）

「ただし、これら六八年の課題は「受動的」かつ「反動的」に実現された。その実現された現在の状況が、左右がともに信奉するところの、「リベラリズム」という呼称で言いあらわされるものである。その場合、リベラリズムとは新自由主義から社会民主主義的リベラル左派（日本では「戦後民主主義」とも言われる）までを含むため、リベラリズムが自明と化した六八年以降の世界は「六八年」の真の問題を問うことを不可能にしたと言うべきだろう。本書は、何度もこの問題に立ち返るはずである。」(16)

「左右のリベラリズムの掲げる正義が依拠しているのが、大衆のルサンチマンや嫉妬という心性であることは疑いない。『道徳の系譜』のニーチェや「トーテムとタブー」のフロイトが指摘したように、その嫉妬は、多くを所有している者を殺害して、富の「公正な」再分配を要求するものである。」(17)

「国鉄職員や郵便局員など中下級公務員」

「今や、その序列は逆転してしまった。多くの若年層にとって中下級公務員は羨望されるべき職業なのである。かつて革命的（？）にはたらいた嫉妬と分配的正義への欲求は、今日では保守派を活気づけるものとなっている。しかし、それは同じものなのだ。」(19)

「過激なまでの自由への欲求が、ネオリベラリズム的な市場原理的「自由」へと回収されたこと……しかし、いかに六八年をそうとらえたとしても、問題は、その者が六八年という出来事に忠実であるか否かにある。ネオリベラリズムの言う「自由」に対して、六八年の学生が徹底的に否定した戦後民主主義というリベラリズムを過去帳から引っ張り出して掲げても、それはネオリベラリズムを批判できないのだ。」(19-20)

「日本の六八年の核心的なスローガンは、「戦後民主主義批判」にあった」(37)

「中曽根民活による国労（国鉄）解体は、資本主義はもはや資本主義的規律／訓練のシステムたる労働組合さえ必要としない、という宣言であった。事実、以後、資本が労働者を保護するという条件（たとえば、日本的終身雇用制）さえ、解体の一途をたどることになるのである。

　しかし、それは同時に労働者が資本のくびきから解放されたという、ポジティヴな条件としても考えられるべきだろう。「反革命」は必ず革命的条件をも作り出しているというのが、大原則だからだ。」(38-39)

「抽象的労働」「「職業に貴賤なし」という市民的プライドの基礎」(140)

「消費社会は、たとえば同一の労働量が投下されるTシャツが、一方では五〇〇円で売られるのに、ブランドのロゴマークがついているだけで、その一〇倍で売れるという現象としてあらわれるが、そのことによって抽象的人間労働というフィクションを棄却するのである。」(142)

「大手資本の日本映画の五社体制が六〇年代末におおよそ崩壊をあらわにしてしまったことが典型的であるように、それ以後、資本はマイナーな（アンダーグラウンドな？）システムに、その規律／訓練を委託し、それを買い取るという制度に移行するのである。」(145-146)

L=F・セリーヌ「フォードにおける医療」

『セリーヌの作品 第十二巻[評論]』（磯野秀和他訳、図書刊行会）

「周知のとおり、フォード社の労働者の労働は、極度に押し進められた工場の機械化のために、一台の機械を前にして反復される、常に同一の、また一日当りの回数も予めわかっていて、ほとんど変わることのない、いくつかの動作に簡略化されている。かくして製造ということに関して、機械は急速に、人間よりも遥かに大きな重要性を獲得したわけである。工場の機械化において成し遂げられた絶えざる進歩の結果、現在フォード社では雇用人員の三分の一を削減し得るのである。削減は行っていないが、これはおそらく、工場の劃一化ならびに機械化は労働力の漸進的削減に通じるということを認めるのを憚ってのことであろう。」(338)

「フォード社の方針は、工場にはいかなる人間をも雇用することだが、この条件は厳密に適用されている。われわれは雇用の現場に立ち会った。それは肉体的にも精神的にも極めて劣った志願者であったが、工場の管理部からは非常に好ましい評価を得ていた。フォード社はさらにそれらの半-無用者に対して、即座に、一日当り最低六ドル支給することを約束したが、その約束も守っている。」(339)

「フォード社の健康管理部は諸工場のうち、ハイランド・パーク工場に関する労働者の恒久的な身体障害のリストを公表している。

　この工場の四万四千五百名の労働者のうち、一万三千百八十四名が深刻かつ慢性的な病気ないしは身体障害に苦しんでいる。そこには特に、六百二十九名の結核患者および喘息患者、百八十七名の癲癇患者および各種精神病、五千名のヘルニア患者、四百十七名の心臓病患者、五十一名の盲人、運動失調病者さらには嗜眠性脳炎の病人、八百名の腎臓炎患者および膀胱炎患者がいるのであるが、要するにこれは非常に大きな文字通りの病院であり、よくもこれほどいろいろと工場に集まったものであるが、しかもこれは世界で最も＜強力＞な工場のうちのひとつにおいてのことなのである。

　健康管理部はさらにこれら四万四千五百名の労働者に関する＜作業効率＞統計を提供しているが、今挙げた人数のうち、わずかに七千八百二十八名がノルマをやや下回っており、五百名少々が作業効率の五十パーセントに届かず、またそのうちの五名は十パーセントに達するのみである。

　こうした労働者は工場でどのように行動しているのであろうか？　ある労働者は病状が一時的に悪化したために、一日に一、二時間しか働けない場合でも工場に行く、そして疲れたと感じると、作業場の片隅で坐りこんだり横になったりするのである。このような例は多くある。

　実際フォード社には、あらゆる生活落伍者が職を求めて来る。彼らはよそでは毎日六ドルを稼ぐ望みが一切持てず（フォードではそれ以上支払うことはほとんどないが、ただし、それ以下ということは絶対にない）、健康状態のために、様々な形で脅かされていて、工場よりは病院に行くべき人々である。」(340-341)

「この部[厚生福祉部]の職員の明確にして基本的な目的は、不満を抱いた労働者の離職を避けることにある。……結局のところ、この雇用者側の鄭重な姿勢というものは、明らかに、長期に渡って練られて現在に到った、人的資源の賢明な利用法の計算に立脚していると同時に、巨大な無関心にも立脚しているものなのである。……断じて解雇せず、これが規律なのである。職工長は、すべての人間を、誰であろうとも使うべきであって、いわば完全な無能力者というものは存在しない、ということを遂には理解する。

　従って、この奇妙な、われわれヨーロッパの人間の考えからすれば奇妙なこの工場に導入されているのは、新しい産業精神であるということになる。」(343-344)

「フォードには健康保険がない。このような制度は、アメリカの社会道徳と、おそらく抵触するであろう。各個人は、病気であるなしを問わず、自己の肉体の維持に関しては全面的に責任を持つべきであるとみなし、公然たる博愛主義のうちには、ボルシェヴィスムの控え目ながら危険な一形態を疑うからである。しかも労働者がどのような慢性病を患っていれば、フォード社では労働のできない病人とみなされるのか、明確にはわからない。

　従って、結局のところ、肉体的・精神的なあらゆる形の欠陥、極めて深刻で顕著な欠陥があろうと、生活の資を稼ぐことは可能なのである。しかし、このようにめったにない病気で労働者が家を出られないようなことになっても、その時は妻なり娘なり婿なりの誰でもいいから、ただちに本人の替りに工場に出て、家庭の維持に必要な日当六ドルを受け取ることはできる。工場の機械化がこうした即席の人員交替を可能にしているのである。極端に言えば、かりに誰もが工場には来たがらなくなった際には、仕事の方が家に行くことになろう。日当六ドルを一応正当化するに足るちょっとした仕事を会社側が送りつけるのである。

　おそらく次の二つの理由で、フォード社では養老保険は問題にならないのであろう。第一は、われわれが見たように、充分に劃一化された工場では、老齢は労働不能の要因とはならないということであり、第二は、世界中の国々において労働者は老齢になるほどは生きないということである。」(344)

「われわれ医師ならびに衛生学者に関していうならば、フォード社での経験によれば、われわれは、いまだに社会衛生学の分野で現に通用している観念に、今や重大な修正を施すべき時ではないかということをおそらく考えるべきであろう。健康状態および病状に関するこれらの観念を、実際に現代的な観点、すなわち工業化し、いうなれば毎日少しずつアメリカ化している世界の観点から考慮して修正すべきではないだろうか？……
　健康状態および病状を、労働という因子、しかもほとんど専らこの因子との関連において考察するということ、これが現在、衛生学者ならびに社会学者のとるべき真に賢明にして実り多い唯一の態度である、とわれわれには思われるのである。近い将来、労働、それも特に工場での労働ないし工業化された労働の法則の埒外にある者は、ほとんどいなくなるだろう。われわれが見てきたように、大いに機械化されて組織されたそのような工場での労働は、病院や、無料診療所や、路上で見慣れている、共同体の負担となって貧困と急迫の陰を長く引いている無数の人々を、（産業の繁栄と成功のさ中では）いとも容易に養い得るのである。そうした方法をとれば、病院におけると同じくらい多数の病人を工場内に見出すことになるであろうし、街頭や、無料診療所や、サナトリウムでの調査によって、浪費されてはいるが完全に使用可能な大きな労働力の存在が明らかになろう。」(346)

「フォード社におけるよりも行き届いた、労働者や慢性病患者の優れた利用は、もしそうしたことが工業さらには商業においても一般化されるならば、将来の社会保障予算を大いに軽減することを可能ならしめよう。……＜小さく簡単に＞考えることは常に、またいつまで経っても優れた行政的姿勢とはならない以上、いつかある日、公衆衛生の問題を、ごく単純に、鉄道や、電報や水力と同じように、国民経済の中に組み込むことを、決意すべきであろう。」(350)

「産業に、あるいは、せめてもの手始めとして、こうしていくつかの産業に基礎を置いた新しい社会衛生学は、善意の社会哲学の実験としてではなく、発展したテイラー・システムとして立ち現れるであろう。すなわち社会および工場における人間の病気が、経済的に、つまり、労働という唯一の観点のもとで、まったく考慮されていない場合に生じる厖大な浪費の全体的節約の試みとしてである。」(351)

Helen Hershkoff and Adam S. Cohen, “Begging to differ: the first amendment and the right to beg”, Harvard Law Review, January 1991

N.Y.Penal Law, which makes it a crime to “remain…in a public place for the purpose of begging”.

protected speech

1 theories of freedom of speech

 A. the enlightenment value

 B. the democratic governance value

 C. self-realization

2 free expression and the solicitation of charity

 A. the protection of charitable solicitation

 B. discrimination on the content and viewpoint

 C. commercial speech, offensive speech, and conduct

3 begging and the engagement value of the first amendment

 A. when difference leaves its home

 B. the engagement value

beg=ask for as a charity
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